
本年4月1日に改正排出フロン抑制法が施行されて約4ヶ月が経ち、新しい
法のルールに則った運用が定着しつつあります。フロン機器類の廃棄現場で
は、使用済みのフロン機器類を引き取る廃棄物業者やリサイクル業者の皆さ
まから悩みや疑問の声が聞こえています。今月はよくある疑問をご紹介します。
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「改正排出フロン抑制法・・廃棄現場の疑問」
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フロン排出抑制法の主要な改正点

※リース品で「保守修繕の責務は使用者にある」等の約定がある場合は使用者 環境省のフロン排出抑制法ポータルサイト
http://www.env.go.jp/earth/furon/

排出事業者のための有益情報満載ニュースレター

法改正後の運用における廃棄現場のよくある疑問

https://www.re-tem.com/
http://www.env.go.jp/earth/furon/
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違反行為と罰則の例

◇ リーテムのサービスのご紹介

太陽光パネル リユース・リサイクルサービス
https://www.re-tem.com/service/service_list/solar-
panel/

法改正の内容をよくご存じない機器の排出者もまだ少なくないようです。今年度の改正の特徴は「直接罰」 と呼ばれ、行政指
導や行政勧告等の改善を促す段階を踏むことなく、違反行為が発覚したら即座に刑事罰の適用となった点です。廃棄物・リサイ
クル事業者の皆さまにおかれては、自社と顧客の双方の法令順守のために、機器の廃棄者自身が法令違反となるリスクがあること
を顧客に伝えて良く理解いただき、適正な運用をお願いすることが重要です。
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